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新日本ホイール工業株式会社
代表取締役社長　北田　庄一郎　　　　　　　　　　　　　　⇒白井　修二（しらい　しゅうじ）
２０２１（令和３）年７月～２０２４年(令和６)年６月　　　２０２４(令和６）年７月～

○本社・都田工場 ○引佐工場
〒431-2103　 〒431-2212
静岡県浜松市浜名区新都田四丁目１番２号 静岡県浜松市浜名区引佐町井伊谷２３７０番地

環境管理責任者　：　松下　辰治（生産総括部　部長）
Ｅ２１事務局　　：　管理部主査  ・生産総括部次長(引佐)・調達技術室室長
ＴＥＬ：053-428-4551　ＦＡＸ：053-428-4541

○農業機械・産業機械・四輪バギー用ブレーキ・クラッチの設計、開発および製造販売
○二輪用アルミニウムホイールの塗装、加工、組立までの一貫製造

売 上 高 : 3,794百万円（都田・引佐・ｱﾙﾐ切粉売上含む　　2023年度「令和５年度」）

従 業 員 : 98人(　役員・派遣社員等含む　2024年３月末現在）

床 面 積 : ４，０８８㎡（都田工場）　３，２５４㎡（引佐工場）

事業年度 : ４月～３月

登録事業者名：新日本ホイール工業株式会社
対象事業所　：本社・都田工場、引佐工場
対象外　　　：なし

１. 事業所名及び代表者名

６. 対象範囲

Ⅰ　事業概要

２. 所在地　２０２４年１月～北区⇒浜名区へ

３. 環境管理責任者名及び連絡先

４. 事業の内容

５. 事業規模
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Ⅱ　環 境 経 営 方 針
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Ⅲ　実施体制：新日本ホイール工業株式会社　組織図
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・２０２０(令和2）年度より排出量・使用量等の総量と、生産個数当たりの評価へと変更しました。目標値も売上高→生産個数当たりへの数値へ変更しています。

・グリーン購入（材料や事務用品）目標については定性目標とします。＝２０１７年度版ガイドラインの要求事項から削除されているので、集計は廃止へ

・環境に配慮した製品造りにおいては定性目標とします。

・新環境経営目標より、仕損じ費の低減・金属くず排出量の目標・液化石油ガス(ＬＰＧ)購入量の目標(引佐工場)を追加しました。

・※のガソリン・軽油・都市ガス・一般廃棄物は生産変動の影響が少ない為、基準年の数値を維持継続及び削減できるところは削減していくようにします。

1. 環境経営目標、本社・都田工場（中期）　２０２４年度迄の６年間 　
単位 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度

494,494個 基準年
グリーン購入
（事務用品ｴｺﾏｰｸ等の購入率を上げる） ％ 73.3% 73.5%

二酸化炭素排出量 ｋｇ-CO2 615,327 612,250 609,173 606,097 603,020 599,943 596,867
（2024年度までに3％削減） 生産量(個)当たり 1.24 1.24 1.23 1.23 1.22 1.21 1.21

kWh 1,162,852 1,157,038 1,151,223 1,145,409 1,139,595 1,133,781 1,127,966
生産量(個)当たり 2.35 2.34 2.33 2.32 2.30 2.29 2.28

※ ガソリン L 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391
※ 軽油 L 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998

本社・都田工場のみ　 　　　　　※ 都市ガス Ｎ㎥ 357.79 357.79 357.79 357.79 358.00 358.00 358.00
引佐工場のみ ㎏

生産量(個)当たり

水使用量 ㎥ 2018.0 2,013.0 2,007.9 2,002.9 1,997.8 1,992.8 1,987.7
（2024年度までに1.5％削減） Ｌ 生産量(個)当たり 4.081 4.071 4.061 4.050 4.040 4.030 4.020

円 8,590,946 8,505,037 8,419,127 8,333,218 8,247,308 8,161,399 8,075,489
（2024年度までに6％削減） 生産量(個)当たり 17.37 17.20 17.03 16.85 16.68 16.50 16.33
廃棄物 (金属くず除く) 産業廃棄物 t 37.32 37.13 36.95 36.76 36.57 36.39 36.20
（2024年度までに3％削減） 　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 75.47 75.09 74.71 74.34 73.96 73.58 73.20
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶除く) 金属くず t 249.76 248.51 247.26 246.01 244.76 243.52 242.27

　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 505.08 502.56 500.03 497.51 494.98 492.45 489.93
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶含む)　　　　※ 一般廃棄物 t 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10

購入電力二酸化炭素排出係数　カワサキグリーンエナジー(株)<登録番号：A0088>（R02年(2020年)度実績）：0.516㎏-CO2/kWh 　※ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ㈱2021.4～川重商事㈱より分離新会社へ

Ⅳ　環境経営目標とその実績
新日本ホイール工業株式会社

環境経営目標
☆本社・都田工場の生産数

２０１8年度　生産量(個)

サステナブル調達の
推進

環境負荷物質の使用
削減

購入時はグリーン購入に配慮します

化学物質の適性管理 新規購入品は、SDSを取り寄せ必ず環境負荷物質入っているか確認します
PRTR法　本社・都田工場は該当しません

廃棄物の削減

環境に配慮した製品造り 製造においては環境に配慮します

仕損じ費の低減
省エネルギーの促進

省資源化の促進

電力

製造部門中心にテーマを計画し、実施します
仕損じ費の低減（都田+間接）

ＬＰＧ
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・２０２０(令和2）年度より排出量・使用量等の総量と、生産個数当たりの評価へと変更しました。目標値も売上高→生産個数当たりへの数値へ変更しています。

・グリーン購入（材料や事務用品）目標については定性目標とします。＝２０１７年度版ガイドラインの要求事項から削除されているので、集計は廃止へ

・環境に配慮した製品造りにおいては定性目標とします。

・新環境経営目標より、仕損じ費の低減・金属くず排出量の目標・液化石油ガス(ＬＰＧ)購入量の目標(引佐工場)を追加しました。

・※のガソリン・軽油・都市ガス・一般廃棄物は生産変動の影響が少ない為、基準年の数値を維持継続及び削減できるところは削減していくようにします。

２. 環境経営目標、引佐工場（中期）　２０２４年度迄の６年間
単位 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度

308,068個 基準年
グリーン購入
（事務用品ｴｺﾏｰｸ等の購入率を上げる） ％ 71.6% 72.0%

二酸化炭素排出量 ｋｇ-CO2 1,661,561 1,653,253 1,644,945 1,636,637 1,628,329 1,620,022 1,611,714
（2024年度までに3％削減） 生産量(個)当たり 5.39 5.37 5.34 5.31 5.29 5.26 5.23

kWh 1,248,857 1,242,613 1,236,368 1,230,124 1,223,880 1,217,636 1,211,391
生産量(個)当たり 4.05 4.03 4.01 3.99 3.97 3.95 3.93

※ ガソリン L 394 394 394 394 394 394 394
※ 軽油 L 3,518 3,518 3,518 3,518 3,518 3,518 3,518

本社・都田工場のみ　 　　　　　※ 都市ガス Ｎ㎥
引佐工場のみ ㎏ 334,588.2 332,915.3 331,242.3 329,569.4 327,896.4 326,223.5 324,550.6

生産量(個)当たり 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05
水使用量 ㎥ 9328.0 9,304.7 9,281.4 9,258.0 9,234.7 9,211.4 9,188.1
（2024年度までに1.5％削減） Ｌ 生産量(個)当たり 30.28 30.20 30.13 30.05 29.98 29.90 29.82

円 13,231,080 13,098,769 12,966,458 12,834,148 12,701,837 12,569,526 12,437,215
（2024年度までに6％削減） 生産量(個)当たり 42.95 42.52 42.09 41.66 41.23 40.80 40.37
廃棄物 (金属くず除く) 産業廃棄物 t 67.13 66.79 66.45 66.12 65.78 65.45 65.11
（2024年度までに3％削減） 　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 217.89 216.80 215.71 214.63 213.54 212.45 211.36
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶除く) 金属くず t 18.29 18.20 18.11 18.02 17.92 17.83 17.74

　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 59.37 59.07 58.78 58.48 58.18 57.89 57.59
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶含む)　　　　※ 一般廃棄物 t 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40

購入電力二酸化炭素排出係数　カワサキグリーンエナジー(株)<登録番号：A0088>（R02年(2020年)度実績）：0.516㎏-CO2/kWh 　※ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ㈱2021.4～川重商事㈱より分離新会社へ

Ⅳ　環境経営目標とその実績
新日本ホイール工業株式会社

環境経営目標
☆引佐工場の生産数

２０１8年度　生産量(個)

仕損じ費の低減
省エネルギーの促進

省資源化の促進

電力

製造部門中心にテーマを計画し、実施します
仕損じ費の低減（都田+間接）

廃棄物の削減

サステナブル調達の
推進

環境負荷物質の使用
削減

購入時はグリーン購入に配慮します

化学物質の適性管理 新規購入品は、SDSを取り寄せ必ず環境負荷物質入っているか確認します
PRTR法　引佐工場は該当します(第一種指定化学物質年間1ｔ以上使用)

環境に配慮した製品造り 製造においては環境に配慮します

ＬＰＧ
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・２０２０(令和2）年度より排出量・使用量等の総量と、生産個数当たりの評価へと変更しました。目標値も売上高→生産個数当たりへの数値へ変更しています。

・グリーン購入（材料や事務用品）目標については定性目標とします。＝２０１７年度版ガイドラインの要求事項から削除されているので、集計は廃止へ

・環境に配慮した製品造りにおいては定性目標とします。

・新環境経営目標より、仕損じ費の低減・金属くず排出量の目標・液化石油ガス(ＬＰＧ)購入量の目標(引佐工場)を追加しました。

・※のガソリン・軽油・都市ガス・一般廃棄物は生産変動の影響が少ない為、基準年の数値を維持継続及び削減できるところは削減していくようにします。

３. 環境経営目標、全社合計（中期）　　２０２４年度迄の６年間
単位 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度

802,562個 基準年
グリーン購入 ％ 73.3% 73.5%
（事務用品ｴｺﾏｰｸ等の購入率を上げる） ％ 71.6% 72.0%

二酸化炭素排出量 ｋｇ-CO2 2,276,887 2,265,503 2,254,118 2,242,734 2,231,349 2,219,965 2,208,580
（2024年度までに3％削減） 生産量(個)当たり 2.84 2.82 2.81 2.79 2.78 2.77 2.75

kWh 2,411,709 2,399,650 2,387,592 2,375,533 2,363,475 2,351,416 2,339,358
生産量(個)当たり 3.01 2.99 2.97 2.96 2.94 2.93 2.91

※ ガソリン L 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786
※ 軽油 L 6,516 6,516 6,516 6,516 6,516 6,516 6,516

本社・都田工場のみ　 　　　　　※ 都市ガス Ｎ㎥ 357.79 357.79 357.79 357.79 357.79 357.79 357.79
引佐工場のみ ㎏ 334,588.2 332,915.3 331,242.3 329,569.4 327,896.4 326,223.5 324,550.6
☆総合計ではなく引佐生産量 生産量(個)当たり 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05
水使用量 ㎥ 11346.0 11,317.6 11,289.3 11,260.9 11,232.5 11,204.2 11,175.8
（2024年度までに1.5％削減） Ｌ 生産量(個)当たり 14.14 14.10 14.07 14.03 14.00 13.96 13.93

円 21,822,026 21,712,916 21,603,806 21,494,696 21,385,585 21,276,475 21,167,365
（2024年度までに6％削減） 生産量(個)当たり 27.19 26.92 26.65 26.37 26.10 25.83 25.56
廃棄物 (金属くず除く) 産業廃棄物 t 104.45 103.92 103.40 102.88 102.36 101.83 101.31
（2024年度までに3％削減） 　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 130.14 129.81 129.49 129.16 128.84 128.51 128.19
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶除く) 金属くず t 268.05 266.71 265.37 264.03 262.69 261.35 260.01

　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 333.99 333.16 332.32 331.49 330.65 329.82 328.98
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶含む)　　　　※ 一般廃棄物 t 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50

購入電力二酸化炭素排出係数　カワサキグリーンエナジー(株)<登録番号：A0088>（R02年(2020年)度実績）：0.516㎏-CO2/kWh 　※ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ㈱2021.4～川重商事㈱より分離新会社へ

Ⅳ　環境経営目標とその実績
新日本ホイール工業株式会社

環境経営目標
☆全社の生産数

２０１8年度　生産量(個)

サステナブル調達の
推進

環境負荷物質の使用
削減

購入時はグリーン購入に配慮します

化学物質の適性管理 新規購入品は、SDSを取り寄せ必ず環境負荷物質入っているか確認します

廃棄物の削減

PRTR法　都田該当しない・引佐工場は該当します(第一種指定化学物質年間1ｔ以上使用)
環境に配慮した製品造り 製造においては環境に配慮します

仕損じ費の低減
省エネルギーの促進

省資源化の促進

電力

製造部門中心にテーマを計画し、実施します
仕損じ費の低減（都田+間接）

ＬＰＧ

都田

引佐

6



４. 運用期間実績（本社・都田工場）
本社・都田工場　運用期間２０２３年４月～２０２４年３月の実績は以下の通りです。
評価○・・・目標達成（特に優れた場合◎）　△達成率90%～100%未満　×・・・達成率90%未満

二酸化炭素排出量・電力・産業廃棄物・水使用量は、総量と生産個数当たりで評価に変更しました。⇒評価は生産個数当たりで判断へ

・※のガソリン・軽油・都市ガス・一般廃棄物は生産の影響が少ない為、基準年の数値を維持継続及び削減できるところは削減していくようにします。

☆本社・都田工場 
494,494個 単位 ２０１８年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２３年度 ２０２３年度
568,219個 運用期間
576,635個 基準年 実績 実績 実績 目標 実績 評価

グリーン購入
（事務用品ｴｺﾏｰｸ等の購入率を上げる）

二酸化炭素排出量 ｋｇ-CO2 603,520 595,300 660,830 631,893 599,943 698,679 −
（2024年度までに3％削減） 生産量(個)当たり 1.22 1.16 1.13 1.08 1.21 1.21 ○

kWh 1,162,852 1,127,412 1,251,440 1,194,228 1,133,781 1,323,116 −
生産量(個)当たり 2.35 2.19 2.14 2.05 2.29 2.29 ○

※ ガソリン L 1,391 1,356 1,601 1,957 1,391 1,820 ×
※ 軽油 L 2,998 3,670 4,001 3,959 2,998 4,083 ×

本社・都田工場のみ　 　　　　　※ 都市ガス Ｎ㎥ 357.79 397.44 443.85 400.34 358.00 484.47 ×
引佐工場のみ ㎏

生産量(個)当たり

水使用量(上水のみ） ㎥ 2018.0 1,679.0 2,004.0 2,373.0 1,992.8 2,371.0 −
（2024年度までに1.5％削減） Ｌ 生産量(個)当たり 4.081 3.266 3.432 4.064 4.030 4.112 △

円 8,590,946 3,885,035 4,922,873 5,184,521 8,161,399 9,140,064 ×
（2024年度までに6％削減） 生産量(個)当たり 17.37 7.56 8.43 8.88 16.50 15.85 ○
廃棄物 (金属くず除く) 産業廃棄物 t 37.32 38.34 39.16 51.45 36.39 52.36 −
（2024年度までに3％削減） 　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 65.68 74.59 67.07 88.11 73.58 90.80 ×
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶除く) 金属くず t 249.76 258.23 257.89 242.95 243.52 274.51 −

　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 505.08 502.34 441.64 416.06 492.45 476.06 ○
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶含む)　　　　※ 一般廃棄物 t 14.10 14.44 14.51 14.15 14.10 14.80 △

購入電力二酸化炭素排出係数　カワサキグリーンエナジー(株)<登録番号：A0088>（R02年(2020年)度実績）：0.516㎏-CO2/kWh 　※ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ㈱2021.4～川重商事㈱より分離新会社へ

Ⅳ　環境経営目標とその実績
新日本ホイール工業株式会社

環境経営目標
2018年度　生産量(個)
2022年度　生産量(個)
2023年度　生産量(個)

PRTR法　本社・都田工場は該当しません
環境に配慮した製品造り 製造においては環境に配慮します

仕損じ費の低減
省エネルギーの促進

省資源化の促進

電力

製造部門中心にテーマを計画し、実施します
仕損じ費の低減（都田+間接)

サステナブル調達の
推進

環境負荷物質の使用
削減

％ 73.3%

ＬＰＧ

購入時はグリーン購入に配慮します ○

化学物質の適性管理 新規購入品は、SDSを取り寄せ必ず環境負荷物質入っているか確認します

7



５. 運用期間実績（引佐工場）
引佐工場　運用期間２０２３年４月～２０２４年３月の実績は以下の通りです。
評価○・・・目標達成（特に優れた場合◎）　△達成率90%～100%未満　×・・・達成率90%未満

二酸化炭素排出量・電力・産業廃棄物・水使用量は、総量と生産個数当たりで評価に変更しました。⇒評価は生産個数当たりで判断へ

・※のガソリン・軽油・都市ガス・一般廃棄物は生産の影響が少ない為、基準年の数値を維持継続及び削減できるところは削減していくようにします。

☆引佐工場 
308,068個 単位 ２０１８年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２３年度 ２０２３年度
449,647個 運用期間
409,077個 基準年 実績 実績 実績 目標 実績 評価

グリーン購入
（事務用品ｴｺﾏｰｸ等の購入率を上げる）

○
二酸化炭素排出量 ｋｇ-CO2 1,661,561 1,267,580 1,882,376 1,879,361 1,628,329 2,001,101 −
（2024年度までに3％削減） 生産量(個)当たり 5.39 4.69 4.52 4.59 5.29 4.89 ○

kWh 1,248,857 1,043,767 1,524,053 1,450,096 1,223,880 1,458,172 −
生産量(個)当たり 4.05 3.86 3.66 3.54 3.97 3.56 ○

※ ガソリン L 394.34 303.86 311.44 267.82 394 488 ×
※ 軽油 L 3,518 2,980 3,978 4,086 3,518 3,449 ○

本社・都田工場のみ　 　　　　　※ 都市ガス Ｎ㎥
引佐工場のみ ㎏ 334,588.2 240,284.6 361,786.3 373,447.3 327,896.4 413,030.9 −

生産量(個)当たり 1.09 0.89 0.87 0.91 1.06 1.01 ○
水使用量(上水＋地下水) ㎥ 9328.0 5,807.0 8,926.0 5,700.0 9,234.7 5,963.0 −
（2024年度までに1.5％削減） Ｌ 生産量(個)当たり 30.28 21.48 21.46 13.93 29.98 14.58 ○

○
円 13,231,080 12,498,863 6,902,187 17,168,262 12,701,837 11,645,250 ○

（2024年度までに6％削減） 生産量(個)当たり 42.95 41.08 25.53 41.97 41.23 28.47 ○
廃棄物 (金属くず除く) 産業廃棄物 t 67.13 97.52 45.12 119.34 65.78 86.46 −
（2024年度までに3％削減） 　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 217.89 320.52 166.88 291.73 213.54 211.36 ○
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶除く) 金属くず t 18.29 11.60 12.48 29.09 17.92 31.30 −

　　　　　　ｇ 生産量(個)当たり 59.37 38.13 46.16 71.11 58.18 76.51 ×
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶含む)　　　　※ 一般廃棄物 t 9.40 9.86 8.56 10.96 9.40 11.69 ×

購入電力二酸化炭素排出係数　カワサキグリーンエナジー(株)<登録番号：A0088>（R02年(2020年)度実績）：0.516㎏-CO2/kWh 　※ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ㈱2021.4～川重商事㈱より分離新会社へ

Ⅳ　環境経営目標とその実績
新日本ホイール工業株式会社

環境経営目標
2018年度　生産量(個)
2022年度　生産量(個)
2023年度　生産量(個)

廃棄物の削減

環境に配慮した製品造り 製造においては環境に配慮します

仕損じ費の低減
省エネルギーの促進

省資源化の促進

電力

製造部門中心にテーマを計画し、実施します
仕損じ費の低減（引佐工場)

サステナブル調達の
推進

環境負荷物質の使用
削減

％ 71.6%

ＬＰＧ

購入時はグリーン購入に配慮します ○

化学物質の適性管理 新規購入品は、SDSを取り寄せ必ず環境負荷物質入っているか確認します
○

PRTR法　引佐工場は該当します(第一種指定化学物質年間1ｔ以上使用)
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６. 運用期間実績（全社）
新日本ホイール工業株式会社　運用期間２０２３年４月～２０２４年３月の実績は以下の通りです。
評価○・・・目標達成（特に優れた場合◎）　△達成率90%～100%未満　×・・・達成率90%未満

二酸化炭素排出量・電力・産業廃棄物・水使用量は、総量と生産個数当たりで評価に変更しました。⇒評価は生産個数当たりで判断へ

・※のガソリン・軽油・都市ガス・一般廃棄物は生産の影響が少ない為、基準年の数値を維持継続及び削減できるところは削減していくようにします。

☆全社(本社・都田工場＋引佐工場）
802,562個 単位 ２０１８年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２３年度 ２０２３年度

1,017,866個 運用期間
985,712個 基準年 実績 実績 実績 目標 実績 評価

グリーン購入 ％ ○
（事務用品ｴｺﾏｰｸ等の購入率を上げる） ％ ○

○
二酸化炭素排出量 ｋｇ-CO2 2,265,081 1,862,880 2,543,206 2,511,254 2,219,965 2,699,780 −
（2024年度までに3％削減） 生産量(個)当たり 2.82 1.97 2.57 2.55 2.77 2.74 ○

kWh 2,411,709 2,171,179 2,775,493 2,644,324 2,351,416 2,781,288 −
生産量(個)当たり 3.01 2.77 2.93 2.68 2.93 2.82 ○

※ ガソリン L 1,786 1,660 1,913 2,225 1,786 2,308 ×
※ 軽油 L 6,516 6,650 7,979 8,044 6,516 7,532 ×

本社・都田工場のみ　 　　　　　※ 都市ガス Ｎ㎥ 357.79 397.44 443.85 400.34 357.79 484.47 ×
引佐工場のみ ㎏ 334,588.2 240,284.6 361,786.3 373,447.3 326,223.5 413,030.9 −
☆総合計ではなく引佐生産量 生産量(個)当たり 1.09 0.89 0.87 0.91 1.06 1.01 ○
水使用量 ㎥ 11346.0 7486.0 10830.0 8073.0 11,204.2 8,334.0 −
（2024年度までに1.5％削減） Ｌ 生産量(個)当たり 14.14 9.54 11.54 8.19 13.96 8.45 ○
仕損じ費の低減 ○
全社（本社・都田工場＋引佐工場） 円 21,822,026 10,787,222 20,949,145 22,352,783 21,276,475 20,785,314 ○
（2024年度までに6％削減） 生産量(個)当たり 27.19 13.75 21.15 22.68 25.83 21.09 ○
廃棄物 (金属くず除く) 産業廃棄物 t 104.45 83.47 149.49 170.79 101.83 138.82 −
（2024年度までに3％削減） g 生産量(個)当たり 130.14 106.40 157.88 173.27 128.51 140.83 ×
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶除く) 金属くず t 268.05 270.71 293.31 272.04 261.35 305.81 −

g 生産量(個)当たり 333.99 345.10 309.77 275.98 329.82 310.24 ○
(ｱﾙﾐ缶･ｽﾁｰﾙ缶含む)　　　　※ 一般廃棄物 t 23.50 23.01 24.71 25.59 23.50 26.49 △

購入電力二酸化炭素排出係数　カワサキグリーンエナジー(株)<登録番号：A0088>（R02年(2020年)度実績）：0.516㎏-CO2/kWh 　※ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ㈱2021.4～川重商事㈱より分離新会社へ

Ⅳ　環境経営目標とその実績
新日本ホイール工業株式会社

環境経営目標
2018年度　生産量(個)
2022年度　生産量(個)
2023年度　生産量(個)

購入時はグリーン購入に配慮します

仕損じ費の低減
省エネルギーの促進

省資源化の促進

電力

製造部門中心にテーマを計画し、実施します

廃棄物の削減

ＬＰＧ

サステナブル調達の
推進

環境負荷物質の使用
削減

化学物質の適性管理 新規購入品は、SDSを取り寄せ必ず環境負荷物質入っているか確認します
PRTR法　都田該当しない・引佐工場は該当します(第一種指定化学物質年間1ｔ以上使用)

環境に配慮した製品造り 製造においては環境に配慮します

都田

引佐
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Ⅳ　環境経営目標とその実績

温室効果ガス

排出量・電力

使用量ともに

都田工場では

ほぼ＝の為、

同じような形

になっていま

す。生産数増

になると総量

増える為、生

産個数で割っ

た数値は目標

達成できるよ

うに目指しま

す。

行動制限も緩

和され、新規

取引先開拓な

どで、社用車

で遠方に出か

ける機会が増

えました。

軽油は、前年

度の実績とほ

ぼ同じでした。

一般廃棄物は、

ほぼ年間変動

があまりない

状態が続いて

います。

産業廃棄物も、

前年とほぼ同

じように推移

していますが、

総排出量の減

少へ向けて検

討していきま

す。
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Ⅳ　環境経営目標とその実績

冷暖房完備に

して急激に増

加しましたが、

その後少しず

つ減少してい

ます。生産個

数で割った数

値で評価して

いきたいと思

います。

社用車で高速

をしようした

納品等の回数

が増えた為、

ガソリンの購

入量が増えま

した。ﾌｫｰｸﾘﾌ

ﾄは順次軽油

使用から電気

へ更新してい

き削減に努め

ています。

２年ほど臨時

的な産業廃

棄物(塗装関

係)の排出量

が急増したの

が、落ち着き

ました。排出

量の数量を

注視していき

ます。
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Ⅳ　環境経営目標とその実績

生産稼働時間

が増え、電気

使用量も増加

しつつありま

す。

全社で「ノー

残業デー」を

設定し実施し

ています。効

果がありそう

なものはテス

トしていきま

す。

行動制限が解

除され、社用

車で外出する

回数が増えま

した。引佐

フォークリフ

トを軽油→電

気へ切替して

いるのもあり、

軽油購入量が

減少傾向にあ

ります。

一般廃棄物排

出量は、ほぼ

変動がありま

せん。

産業廃棄物排

出量は、前年

度異常値から

は戻りました

が削減できる

ことは無いか

検討していき

ます。
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2023年度全社生産数 985,712個 409,077個

2024 年度 2025 年度 2026 年度
生産総括部 仕損じ費 基準年度比

個当たり 21.09 円／個 目標値 18.98 円／個 16.87 円／個 14.76 円／個
開発営業部 基準年 2023 年

生産総括部 使用量 基準年度比

開発営業部 個当たり 2.82 kWh／個 目標値 2.79 kWh／個 2.77 kWh／個 2.74 kWh／個
調達技術室 基準年 2023 年

品質保証室

管理部
IT推進室
生産総括部 使用量 基準年度比

個当たり 1.01 kg／個 目標値 0.99 kg／個 0.97 kg／個 0.95 kg／個
基準年 2023 年

生産総括部 使用量 基準年度比

開発営業部 個当たり 8.45 ℓ／個 目標値 8.37 ℓ／個 8.29 ℓ／個 8.20 ℓ／個
調達技術室 基準年 2023 年

品質保証室
管理部
IT推進室

新日本ホイール工業株式会社

環境目標項目 責任部門
環境経営

目標
基準値 年度毎目標・達成手段

（2023年度基準年度）

２０２６年度までに

達
成
手
段

2023年度引佐生産数

20,785,314円 90% 80% 70%

99% 98% 97%

98% 96% 94%

昼休み・不使用時の消灯継続

エアコンは室温見て管理する

99% 98% 97%

不良品を出さないように対策

ノー残業デーの継続

達
成
手
段

老朽化診断指摘事項改善

原因分析

仕損じ費の
低減

２０２６年度までに

達
成
手
段

ワースト３の改善

水使用量を　３％削減する

全社生産量(個)当たりの

仕損じ費を　30％削減する

全社生産量(個)当たりの

電気使用量を　３％削減する

２０２６年度までに

2,781,288kwh

☆評価・見直し・是正項目

413,030.9kg

8,334㎥

Ⅳ　環境経営目標とその実績

洗浄工程の見直し

雨水の利用検討

２０２６年度までに

達
成
手
段

定期的に水漏れ点検

省エネル
ギーの促進

省資源化の
促進

全社生産量(個)当たりの

引佐生産量(個)当たりの

LPG使用量を　6％削減する

☆毎年、代表者による見直しを踏まえて目標値及び達成手段を見直します。

ワンポイントレッスンなどで周知

７．2024年～2026年度（3年間）の　中期目標（全社）-１
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2023年度全社生産数 985,712個 409,077個

2024 年度 2025 年度 2026 年度
生産総括部 廃棄量 基準年度比

開発営業部 個当たり 140.83 g／個 目標値 139.42 g／個 138.01 g／個 136.61 g／個
調達技術室 基準年 2023 年

品質保証室

管理部

IT推進室

生産総括部 廃棄量 基準年度比

開発営業部 個当たり 310.24 g／個 目標値 307.14 g／個 304.04 g／個 300.94 g／個
調達技術室 基準年 2023 年

品質保証室

生産総括部 購入量 12,919 ㎏ 基準年度比

開発営業部 個当たり 31.58 g／個 目標値 31.27 g／個 30.95 g／個 30.63 g／個
調達技術室 基準年 2023 年

品質保証室

生産総括部 基準年度比

開発営業部 目標値
調達技術室

品質保証室

管理部

IT推進室

原材料や部品のトレーサビリティ
管理

社会との共生…社会貢献

☆評価・見直し・是正項目

新日本ホイール工業株式会社

環境目標項目 責任部門

環境負荷物質の調査

（REACH規制など）

環境関連法令の遵守

紛争鉱物への取組

品質・安全性の確保

工場周辺の清掃活動

２０２６年度までに

99% 98%

ワンポイントレッスンなど周知

歩留まり率の向上

リサイクルへの対応

達
成
手
段

分別の徹底

305.81ｔ

97%

99% 98% 97%

Ⅳ　環境経営目標とその実績

７．2024年～2026年度（3年間）の　中期目標（全社）ー２ ☆毎年、代表者による見直しを踏まえて目標値及び達成手段を見直します。

2023年度引佐生産数

環境経営
目標

基準値 年度毎目標・達成手段

達
成
手
段

不良品の削減

環境負荷物
質の使用量

削減

達
成
手
段

有害性物質の表示の徹底

未使用時は蓋等検討
引佐生産量(個)当たりの

環境負荷物質量を３％削減する

99% 98% 97%

不良品の削減

代替物質の調査・テスト

達
成
手
段

取引先からの環境負荷物質調査

月２回の草取りの日継続

サステナブ
ル調達の推

進

地球環境へ配慮した生産活動
－ － －

全社生産量(個)当たりの

産業廃棄物量を３％削減する

全社生産量(個)当たりの

金属くずの量を３％削減する

　　　　　　合計　　　　件

２０２６年度までに

廃棄物の
削減

２０２６年度までに

（2023年度基準年度）

138.82ｔ
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○NO.１本社・都田工場 評価：○目標達成・実施　△(取り組み、対策したが)目標未達成・一部未実施　×何もせずに未達成・未実施

生産性向上
ライン能力向上 2ライン化による能力UP
サイクルタイム短縮、2ライン化による能力UP

〇 組立作業台増設

経費削減
使用電力量の削減【1ヶあたり前年度対比10％減】
加工　0.96Kwh→0.864Kwh △

年間実績

組立　1.29Kwh→1.161Kwh △
年間実績

製造経費予算以下【予算対比100％以下】 △
購入品管理見直し 予算対比

仕損費削減
【予算対比100％以下】 △
加工不良削減
（22年度廃却不良ワースト3　削減）

サステナブル調達の実施
客先要求に対する確実な回答実施 〇

電子化の推進
電子化によるペーパーレス化 〇
環境啓蒙活動の実施

5月 6月 7月 8月

Ⅴ　環境経営計画の取り組み結果とその評価 ＮＯ．1

2023(令和5)年度　改　善　活　動　計　画　書(各部署より環境関係を一部抜粋）
新日本ホイール工業株式会社

活動実施項目 評価 推進者 担当者
スケジュール（          ： 計画            ： 実施済み）

4月 11月 12月 1月 2月 3月9月 10月

組立 係長 0050 0023 0025 0036 0030
加工 係長

0002 0033
1069

加工 係長 0.88 0.84 0.85 0.95 1.04 1.10 1.08 1.08 1.05
1.00

1.06 1.04 1.06

1.31 1.28
1.34

1.37 1.29 1.29 1.311.40 1.95組立 係長 1.23 1.17 1.16 1.32

加工 係長 101% 101% 105%

167% 107% 195% 106%

110% 114% 113%
組立 係長 106%

101% 101% 103% 104% 104% 104%

予算対比 208%

196% 148%

組立 係長
124% 178% 104% 187% 573% 128%加工 係長

管理部 主査

営業 主査

調達 室長
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○NO.２引佐工場 評価：○目標達成・実施　△(取り組み、対策したが)目標未達成・一部未実施　×何もせずに未達成・未実施

生産性向上

仕損費削減 前年度対比50％減

不具合ワースト3の削減 △

剥離費の削減 〇

貼り損じ削減 △

経費削減

予算以下での運用 予算100%以下

段取り工数削減 〇

メンテナンス正常化・適正人員配置 △

多能工化による適正人員 〇

業務電算化 △

CO2排出量削減

省エネ活動 100%（目標値）以下

エアコン清掃管理 △

廃油量削減 〇

塗装乾燥炉放出量削減 〇

エアコン清掃管理 △

Ⅵ　環境経営計画　次年度の取組内容 ＮＯ．２

7月 8月

2023(令和5)年度　改　善　活　動　計　画　書(各部署より環境関係を一部抜粋）
新日本ホイール工業株式会社

活動実施項目 評価 推進者 担当者
スケジュール（          ： 計画            ： 実施済み）

4月 5月 6月 1月 2月 3月9月 10月 11月 12月

98% 202%

加工 係長 235% 51% 136% 260% 133%

186%100% 198% 208%

塗装 係長 124% 53% 21% 91% 40% 22% 25%

341% 129% 173% 214% 133% 216%

43% 150%

144% 120% 117%組立 係長 108% 108% 143% 183%

87%

塗装 係長 126% 127% 105% 147% 119% 115%

83% 83% 93% 76% 90% 89%加工 係長 93% 61% 66% 85%

116% 109% 98% 84%

109% 96% 125% 107% 112%

108% 113% 122% 112% 161%

83%

生管 主任 105% 91% 104% 98% 120% 104%

75% 79% 99% 91% 105% 85%組立 係長

116%

加工 係長 111% 0% 0% 127% 0% 111%

127% 115% 87% 91% 101% 123%加工 係長 68% 97% 131% 148%

85% 83% 74% 134%

79% 95% 0% 111% 0%

88% 88% 102% 109% 95%

134%

組立 係長 75% 95% 95% 136% 122% 102%

66% 76% 76% 99% 132% 97%塗装 係長

2023実績：82％

2023実績：117％

2023実績：58％

2023実績：147％

2023実績：93％

2023実績：96％

2023実績：113％

2023実績：109％

2023実績：101％

2023実績：79％

2023実績 ：184％
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◇各部門の改善環境経営計画書より主なものを抜粋

評価：○実施　　△再検討　　×未実施

①サステナブル調達の推進（環境に配慮した物品の推進）川崎重工ｸﾞﾙｰﾌﾟ『ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ調達ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ』より

②環境負荷物質の使用量削減

NO. 環境経営計画の内容 部署 評価 次年度の取組

事務用品のグリーン購入把握 管理部

※2020年度より詳細の集計は廃止 生産管理係

得意先サステナブル調達の指示に迅速に対応し、環境の負荷を営業部

考慮して調達する 調達技術室

化学物質購入の監視 品質保証室

※溶剤等購入時、事前に環境負荷物質の有無を確認 製造課･調達技術

取引先へ使用禁止物質の使用をしないように周知させる 調達技術室

一部の部品を抜粋し、構成を調べ禁止物質の使用がない事を 調達技術室

確認する

[総評]　事務用品等のグリーン購入率の調査を継続してきました。グリーン購入率は安定してきたので、

細かい集計を廃止し配慮して購入を心掛けます。

取引先からのサステナブル調達等調査があれば、随時迅速に対応しています。
※欧州REACH規則・カーボンニュートラル導入に向けてなどにより、調査依頼が増えています。

③省エネルギーの促進、④省資源化の促進、⑤廃棄物の削減

NO. 環境経営計画の内容 部署 評価 次年度の取組

電気使用量の削減

・不用時の消灯　・・昼休みの消灯 全部門

・空調温度の適正化…室内の温度計を見て調整する 事務所・工場

・工場内蛍光灯など→ＬＥＤへ更新中 製造課

５Ｓの推進と徹底…役員の５Ｓ監査指摘事項改善中 製造課

業務内容の効率化…業務進捗確認と対応の徹底 調達技術室他

仕損費の削減・品質向上 製造課

調達技術室他

工数削減 製造課

調達技術室

部品のリユース 開発営業部

↓研究材料費削減の為実施 調達技術室

一般廃棄物量の計測継続 管理部 継続実施

↓2014.１月より実施　※引佐は、2018.３～実施 生管(引佐)

[総評]電気・ガス・水道の使用量削減は、長年継続して実施しています。

ｶﾞｿﾘﾝなどは社用車での使用が多く、購入量だけでなくその他評価の方法など検討します。

2018年度より毎月改善環境経営計画の進捗ﾌｫﾛｰする会議を設定し、未達を少なくするようにしています。
<教育・訓練>朝昼礼・工場内朝礼等で、環境方針・経過報告を周知しています。
緊急異常事態対応訓練・避難訓練を実施し、自分の役割と責任を確認しました。

6 ○

4 ○ 継続実施

5 ○ 継続実施

2 ○ 継続実施

3 ○ 継続実施

5 ○ 継続実施

1 ○
継続実施

3 ○ 継続実施

4 ○ 継続実施

2 ○ 継続実施

V　環境経営計画の取組結果とその評価（総評）
新日本ホイール工業株式会社

1 ○ 配慮して購入

2024.04.01 朝昼礼 ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局より 説明 2023.12.29 緊急異常事態対応訓練(都田)

少量危険物取扱所で火災発生時の対応他
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☆2022年度電力需給ひっ迫を解消する為に、「節電チャレンジプログラム」に弊社参加しました。(定時帰社推奨）

電力効果がはっきりと出た結果より、毎週金曜日・・・原則ノー残業を呼びかけました
○都田工場の１年間の毎週金曜日電気使用量の推移グラフです

○引佐工場の１年間の毎週金曜日電気使用量の推移グラフです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

かなり変動が激しくなっています。数値が急増している時は原因解明をしています。

・現場が残業してフル活動していた・実験室の装置を終日稼働していた・・・など

今後も都田・引佐毎に集計して、確認していきます。

☆２０２４年２月に、社用車２００９年製のトヨタ　アルファード⇒ニッサン　セレナ　e-POWERに更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燃費が、９．７㎞／ℓ⇒１９．３㎞／ℓとほぼ倍になりました！
２０２４年度ガソリン使用量減になるか、確認します。

☆都田工場・引佐工場　工場周辺ゴミ拾い・清掃活動
都田工場・引佐工場ともに　工場内だけでなく

工場周辺のゴミ拾いなどの清掃活動を継続実施しています。

都田工場では、月２回程度　間接部門の従業員を中心に

工場内・工場周辺の草取り・落ち葉拾い・ゴミ拾い

等も実施しています。

V　環境経営計画の取組結果とその評価（総評）

都田工場

引佐工場
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○NO.１本社・都田工場 評価：○目標達成・実施　△(取り組み、対策したが)目標未達成・一部未実施　×何もせずに未達成・未実施

経費削減
製造経費削減（積み上げ予算対比）

消耗工具 6.4％削減

消耗品費 6.6％削減

超勤費 13.8％削減

修繕費 6.5％削減

使用電力量の削減【1ヶあたり2.28KWh】

エネルギー使用量の監視体制の確立

加工モデルライン電気使用量計器の設置と
監視体制の確立

サステナブル調達の実施
客先要求に対する確実な回答実施

電子化の推進
電子化によるペーパーレス化
環境啓蒙活動の実施

5月 6月 7月 8月

Ⅵ　環境経営計画　次年度の取組内容 ＮＯ．１

2024(令和6)年度　改　善　活　動　計　画　書(各部署より環境関係を一部抜粋）
新日本ホイール工業株式会社

活動実施項目 評価 推進者 担当者
スケジュール（          ： 計画            ： 実施済み）

4月 11月 12月 1月 2月 3月9月 10月

組立 係長
加工 係長

加工 係長
組立 係長

加工 係長
組立 係長

加工 係長

組立 係長
加工 係長

組立 係長

技術 担当員
立案

調達 室長

管理部 主査

監視

営業 主査

設置

予算対比対比6.4％削減

予算対比対比6.6％削減

予算対比対比13.8％削減

予算対比対比6.5％削減
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○NO.2引佐工場 評価：○目標達成・実施　△(取り組み、対策したが)目標未達成・一部未実施　×何もせずに未達成・未実施

生産性向上
製造経費削減
製造比例費削減

製造固定費削減

品質向上
仕損費削減
セットミスの防止

メンテナンスの確実な実施

治具管理の徹底

仕掛在庫管理

CO2排出量削減
省エネ活動 生産量当り（個当り）
電力量削減　　

コンプレッサー管理

LPG使用量　　　
ボイラー稼働時間管理
LPG使用量の効率化

Ⅵ　環境経営計画　次年度の取組内容 ＮＯ．２

7月 8月

2024(令和6)年度　改　善　活　動　計　画　書(各部署より環境関係を一部抜粋）
新日本ホイール工業株式会社

活動実施項目 評価 推進者 担当者
スケジュール（          ： 計画            ： 実施済み）

4月 5月 6月 1月 2月 3月9月 10月 11月 12月

加工 係長

生管 係長

塗装 係長

係長

組立 係長

塗装 係長

加工

生管 係長

組立 係長

加工 係長
塗装
組立

塗装 係長

予算対比 比例14％減 固定1％減

前年度対比50％以下

3.93kwh/個以下

0.76kg/個以下
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１．環境関連法規の遵守状況

遵守状況を確認した結果、下記の通り違反はありませんでした。

環境基本法
第８条、静岡県環境基
本条例第６条、浜松市
環境基本条例第６条

事業者の責務(公害を防止し、自然環境
を適正に保全するために必要な措置を
講ずる)

都田・引佐
事業活動全般

管理部
○ ○

地球温暖化対策の推
進に関する法律
(地球温暖化対策推進法）

第５条

事業者の責務(国・地方公共団体が実施
する施策に協力する)用語の一部が「抑
制」から「削減」に変更(令和5年3月改
訂）排出係数ｶﾞｿﾘﾝ2.32⇒揮発油2.29

都田・引佐
事業活動全般

管理部 ○ ○

第16条

第一種特定製品の損傷等防止する為、
維持保全・簡易点検・定期点検を実施
都田…定期点検2024.2.７済(3年に1回)

都田…簡易点検6月･9月･12月･3月実施済
引佐…簡易点検6月･9月･12月･3月実施済

都田・引佐
業務用ｴｱｺﾝ
冷水機等

都田工場
・

引佐工場
○ ○

第41条、74条
引渡義務(業務用エアコン等を廃棄を行
う場合は、第一種フロン類回収業者に
引き渡す)必要な費用を負担

都田・引佐
業務用ｴｱｺﾝ
冷水機等

都田工場
・

引佐工場
○ ○

第45条

フロン類の回収が終了したら、引取証
明書の交付を確認し、回収依頼書又は
委託確認書の写しを３年間保存する必
要

都田・引佐
業務用ｴｱｺﾝ
冷水機等

都田工場
生産管理

・
引佐工場
生産管理

○ ○

第104条、105条
(直接罰規定の新設)

フロン類を回収しないまま機器を廃棄
すると行政指導などを経ることなく即
座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用
対象

都田・引佐
業務用ｴｱｺﾝ
冷水機等

都田工場
・

引佐工場
○ ○

エネルギーの使用の
合理化及び非化石エ
ネルギーへの転換等
に関する法律(省エネ
法)令和６年４月改正

第７条、施行令第２条

特定事業者の指定(事業者単位で１年度
間のエネルギー使用量(原油換算量)が
合計して1,500㎘以上であれば国に届け
出する）非化石エネルギーを含むすべて
のエネルギーの使用の合理化

事業活動全般
(事業者単位で

計算)

管理部
○

対象
外

工場立地法
第６条、施行令第１
条、２条

製造業等で、敷地面積9,000㎡以上　又
は建築面積3,000㎡以上であるもの「特
定工場」を新設する場合は市長へ届け
出なければならない

工場新設時
管理部

○ ○

ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ･都田工場地
区都市景観形成地区
基準浜松市告示第
276号

第6条５、ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ･都
田工場地区都市景観形
成地区基準浜松市告示
第276号

５　緑化の推進に関する事項(緑地境界
線(のり面除く)から3ｍ以上の幅の緑地
帯を設ける　緑地面積の敷地面積に対
する割合は、100分の25以上とする

都田工場
管理部

○ ○

浜松市工場立地法に
基づく緑地面積率等
に係る準則を定める
条例

第４条(緑地及び環境
施設の面積の敷地面積
に対する割合）

工場専用地域等(2号区域）は、緑地面
積率100分の５以上　環境施設面積率
100分の10以上とする(平成28年４月
～）※それ以前は、緑地面積率100分の
20以上

引佐工場
管理部

○ ○

第３条
事業者等の責務(環境への負荷の継続的
な低減に努めなければならない）

事業活動全般
管理部

○ ○

第27条、57条、第84条

届出者の住所、氏名(名称、代表者)及
び工場・事業場の名称等変更した場合
は、変更のあった日から30日以内に浜
松市長へ届け出なければならない

事業活動全般
管理部

○ ○

自動車から排出され
る窒素酸化物及び粒
子状物質の特定地域
における総量の削減
等に関する特別措置
法(自動車NOx・PM法)

第４条

事業者の責務(自動車排出窒素酸化物等
の排出の抑制のために必要な措置を講
ずるように努め、国等の大気汚染の防
止に関する施策に協力しなければなら
ない)

都田
社用車４台

引佐
社用車１台

管理部
・

都田工場
生産管理

・
引佐工場
生産管理

○ ○

フロン類の使用の合
理化及び管理の適正
化に関する法律（フ
ロン排出抑制法）

静岡県生活環境の保
全等に関する条例

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その１

新日本ホイール工業株式会社　都田工場・引佐工場　　　　　　　　　チェック者：管理部主査　　　確認日2024年6月27日

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する工場
設備・項目

担当部
署

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定
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第18条、第25条、31条
(政令市への委譲）

一般粉じん発生施設を設置しようとす
る者は浜松市へ届け出る

都田
製造課

○ ○

第25条、施行規則別表
第３　9

金属製品又は木製品の製造の用に供す
る乾式研磨機で、原動機の定格出力が
3.75㎾以上である場合は該当する

都田
製造課

○ ○

施行例別表第１(法第
２条関係）

小型ボイラー…伝熱面積10㎡以上
燃焼能力50ℓ/時(重油換算)以上

乾燥炉…燃焼能力50ℓ/時(重油換算)以
上火格子面積1㎡以上　変圧器　定格容

量200kVA以上

・小型ﾎﾞｲﾗｰ
伝熱面積9.30
㎡燃焼能力

38.1
・乾燥炉燃焼
能力31.7であ
る為、対象外

引佐
製造課

○ ○

浜松市との公害防止
協定に基づく細目協
定書

第２条
粉じんを発生する施設を設置するに当
たっては、飛散防止のための適正な措
置を講ずる

引佐
集塵機１台

引佐
製造課

○ ○

悪臭防止法 第７条
基準内に事業所を設置している者は、
規制基準を順守しなければならない

都田
・

引佐

引佐都田

製造課 ○ ○

２　規制基準
工業専用地域で第１地域の区域から50
ｍ超える地域(第４地域）臭気指数１７

特定悪臭物質
は使用無し
(都田工場)

都田
製造課

○ ○

２　規制基準

工業専用地域で第１地域の区域から50
ｍ以内の区域(第３地域）臭気指数１５
法令上定期的な測定義務無いが、自主
的な取り組みが求められている

引佐
製造課

○ ○

労働安全衛生法
有機溶剤中毒予防規則

第６５条
第２８条

屋内作業場について６ケ月以内ごとに
１回有機溶剤等の濃度を測定

引佐
製造課

○ ○

第５条、静岡県生活環
境の保全等に関する条
例第52条

指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、規制基準を順守しなければな
らない

引佐都田

製造課 ○ ○

第６条、静岡県生活環
境の保全等に関する条
例第53条、施行規則別
表第８

特定施設の設置の工事の開始の日の30
日前迄に浜松市に届け出なければなら
ない
1.金属加工機械(11)旋盤(12)ﾎﾞｰﾙ盤
(15)切断機(16)研磨機が該当
2.空気圧縮機及び送風機(原動機の定格
出力が3.75kW以上のもの)が該当
13.集じん施設が該当

引佐都田

製造課 ○ ○

第55条

数等の変更届
以前に届出をした特定施設について、
種類ごとの数が倍を超える場合、騒音
の防止方法を変更する場合は、変更の
あった日から30日以内に浜松市長へ届
け出る

引佐都田

製造課 ○ ○

浜松市との公害防止
協定に基づく細目協
定書

浜松市告示第334号

事業所敷地境界線における騒音レベル
は、次の基準値以下とする
第4種区域工業地域(第1種区域と接す
る)
昼　　70(65)ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
朝・夕65(60)ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
夜　　60(55)ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

都田工場
・

引佐工場

引佐都田

製造課 ○ ○

大気汚染防止法
静岡県生活環境の保
全等に関する条例

悪臭防止法に基づく
浜松市告示第465号

騒音規制法
静岡県生活環境の保
全等に関する条例

都田
乾式研磨機

１台

引佐工場
特定悪臭物質
･ﾄﾙｴﾝ…30ppm以下

･ｷｼﾚﾝ…2ppm以下
･ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ…

3ppm以下

管理濃度
･ﾄﾙｴﾝ…20ppm以下
･ｷｼﾚﾝ…50ppm以下
･ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ…

20ppm以下

届出数
都田工場
旋盤34

ボール盤4
切断機1
研磨機1

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ2
ｴｱｺﾝ6+10

引佐工場
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ3
送風機3

液圧ﾌﾟﾚｽ0
旋盤16
ﾎﾞｰﾙ盤4
集塵機1
ｴｱｺﾝ9

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その２

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する設
備・項目

担当部
署

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定
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浜松市との公害防止
協定に基づく細目協
定書

浜松市告示第355号

事業所敷地境界線における振動レベル
は、次の基準値以下とする
第２種区域の２…工業地域
昼間　　70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
夜間　　65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第５条、静岡県生活環
境の保全等に関する条
例第79条

指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、規制基準を順守しなければな
らない

引佐都田

製造課 ○ ○

第６条、静岡県生活環
境の保全等に関する条
例第80条、施行規則別
表第14

特定施設の設置の工事の開始の日の30
日前迄に浜松市に届け出なければなら
ない
1.金属加工機械
2.圧縮機(原動機の定格出力が7.5KW以
上のもの)が該当

引佐都田

製造課 ○ ○

第82条

数等の変更届
以前に届出をした特定施設について、
種類ごとの数が倍を超える場合、振動
の防止方法を変更する場合は、変更の
あった日から30日以内に浜松市長へ届
け出る

引佐都田

製造課 ○ ○

第３条、施行令第６条
常時使用する従業員が２１人以上の特
定工場は公害防止統括者を選任する

都田・引佐
事業活動全般

管理部
○ ○

第４条、第６条
公害防止管理者の選任、代理人の専任
しなければならない。

引佐工場
排水処理

引佐
製造課

○ ○

第５条
特定施設の設置の届出(引佐工場　塗装
酸又はアルカリによる表面処理施設）

引佐工場
塗装

引佐
製造課

○ ○

第14条の二3、第28条
(政令市への委譲)

貯油事業場等の設置者は、事故で油を
含む水が公共用水域に排出された場合
は、応急の措置を講ずるとともに、速
やかに事故の状況及び講じた措置の概
要を浜松市に届け出なければならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第14条の４

事業者の責務(汚水又は廃液による公共
用水域又は地下水の水質の汚濁の防止
のために必要な措置を講ずるようにし
なければならない）

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第12条、浜松市上下水
道条例第11条の２

下水による障害を除去するために必要
な施設を設け、必要な措置をしなけれ
ばならない旨を定めることができる

引佐工場 引佐
製造課

○ ○

第12条二１、施行令第
１条　別表第一

特定事業場からの水質が、公共下水道
への排出口において政令で定める基準
に適合しない下水を排除してはならな
い

引佐工場 引佐
製造課

○ ○

第11条の５
除害施設の設置者は、下水の水質を測
定し、結果を記録しておかなければな
らない

引佐工場 引佐
製造課

○ ○

振動規制法
静岡県生活環境の保
全等に関する条例

下水道法
浜松市上下水道条例
、特定施設の設置者
等に係る水質測定義

務に関する要綱

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その３

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する設
備・項目

担当部
署

責任者

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定

届出数
都田工場
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ2

引佐工場
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ3

引佐工場
・

都田工場

特定工場における公
害防止組織の整備に
関する法律（公害防

止組織整備法）

水質汚濁防止法
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第６条
事業者は、水環境等の保全を図るため
に必要な措置を講じるとともに、市の
施策に協力しなければならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第18条、19条、施行規
則第４条

事業場排水の測定(対象外)、排出水に
よる著しい汚濁が生じている場合、処
理の方法の改善他必要な措置を講じる

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第４条

事業者は、感覚公害の発生状況の把握
及び近隣の住民との良好な関係の構築
に努めるとともに、必要に応じて措置
を講じなければならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第８条２、９条２
事業者は、自らの事業活動に伴って発
生する騒音・悪臭により近隣の生活環
境を損なってはならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第12条

営業時間外に、照明器具等使用する場
合には、支障のない範囲において、照
明器具の減灯又は消灯に努めなけらば
ならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

特定化学物質の環境
への排出量の把握等
及び管理の改善の促
進に関する法律
（PRTR法）

第５条、施行令４条

第1種指定化学物質の年間取扱量が1t以
上(特定第一種指定化学物質は年間取扱
量0.5t以上)排出量･移動量の届け出が
必要

都田工場
該当しない
引佐工場
該当する
2024.06
届出済

引佐都田

製造課 ○ ○

毒物及び劇物取締法 第２２条第５

専ら自身の業務上の目的のために毒物
又は劇物を使用している場合には、登
録は必要ないが、準用する規定を守
り、毒物又は劇物の適正な保管管理等
を行う必要がある。
白地に赤の「医薬品外劇物」の表示
安全管理体制の構築

都田工場
該当しない
引佐工場

塩酸・硝酸
など

引佐都田

製造課 ○ ○

第３条
事業者の責務(自らの責任において確実
かつ適正に処理しなければならない)

引佐都田

製造課 ○ ○

第８条、第19条(政令
市への委譲)

事業者は、毎年度、環境省令で定める
ところにより保管及び処分の状況に関
し浜松市に届け出なければならない(ﾎﾟ
ﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の保管及び処分状況
等届出書)様式第1号を4～6月に浜松市
へ提出

管理部
○ ○

電気関係報告規則第4
条の2第1項の表第3号

新たにPCB含有が判明した場合は遅滞い
なく管轄する産業保安監督部長へ届出
する(低濃度PCB廃棄物の処分は、2027
年３月31日まで)

引佐都田

製造課 ○ ○

安全衛生法 第55条、施行令第16条
石綿をその重量の0.1％を超えて含有す
る製品の製造、輸入、譲渡、提供、ま
たは使用してはならない

クラッチ又は
ブレーキの石
綿を含有する

研磨材

引佐都田

製造課 ○ ○

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する設
備・項目

担当部
署

責任者

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定

浜松市川や湖を守る
条例、施行規則

浜松市音・かおり・
光環境創造条例(浜
松市条例第31号)

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別
措置法（PCB処理

法）

都田工場
該当しない

引佐工場
安定器３台

廃止
（低濃度）

↓
令和元年
12月9日
処分完了

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その４
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第８条、施行令第１条
２、令別表第１

防火管理者の選任、消防計画の作成、
訓練の実施、点検及び整備を行わせな
ければならない

都田工場
甲種防火
対象物

・
引佐工場

50人未満の為
自主管理

管理部 ○ ○

第９条の４第１項
指定数量未満の危険物及び指定可燃物
を貯蔵し、取り扱う場所の位置、構造
等は、市町村条例で定める

都田工場
少量危険物

取扱所

都田
製造課

○ ○

第十条の３

製造所、貯蔵所又は取扱所においてす
る危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定
める技術上の基準に従つてこれをしな
ければならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第１３条
製造所、貯蔵所又は取扱所においては
危険物保安監督者を定める

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第17条
消防用設備等について、政令で定める
秘術上の基準に従って、設置し、及び
維持しなければならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第17条の３
消防用設備等を定期的に消防設備士に
点検させ消防署長に報告しなければな
らない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第30条

(1)みだりに火気を使用しない
(2)整理・清掃、不要な物件を置かない
(3)危険物が漏れ、あふれ飛散しないよ
うに措置を講ずる
(4)容器は危険物の性質に適応し、破
損、腐食、裂け目等がないものである
こと
(5)容器をみだりに転倒させ、落下さ
せ、衝撃を与え、又は引きずる等粗暴
な行為を行わない
(6)地震等により、容易に容器が転落・
転倒し、他の落下物により損傷を受け
ないように必要な措置を講ずる

都田工場
少量危険物

取扱所

都田
製造課

○ ○

第31条の２第２項(1)

危険物の類、品名及び最大数量を表示
した標識並びに防火に関し必要な事項
を表示した掲示板を見やすい箇所に表
示する

都田工場
少量危険物

取扱所

都田
製造課

○ ○

第31条の３第２項

(1)壁、柱、床及び天井は、不燃材料で
造られること
(2)窓･出入口は防火戸を設ける
(3)液状の危険物を貯蔵する床は、浸透
しない構造とするとともに、適当な傾
斜をつけ、ためますを設ける

都田工場
少量危険物

取扱所

都田
製造課

○ ○

第46条
あらかじめ、少量危険物を取り扱う場
合は少量危険物貯蔵（取扱い）届出書
を消防署長に届け出なけらばならない

都田工場
少量危険物

取扱所

都田
製造課

○ ○

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する設
備・項目

担当部
署

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定

消防法

浜松市火災予防条例

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その５
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資源の有効な利用の
促進に関する法律
(新リサイクル法）

第４条
事業者は、原材料等の使用の合理化を
行うとともに、再生資源及び再生部分
を利用するよう努めなければならない

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第11条

事業者の責務(事業活動を行うに際して
は、原材料等がその事業活動において
廃棄物等になることを抑制するために
必要な措置を講ずる

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第11条2

製品の耐久性の向上及び廃棄物等とな
ることの抑制するための必要な措置を
講ずるとともに循環的な利用が行われ
ることを促進する

引佐工場
・

都田工場

引佐都田

製造課 ○ ○

第３条
事業者は、廃棄物を自らの責任におい
て適正に処理しなければならない

事業活動全般
管理部

○ ○

第６条の２第６項

事業者は、一般廃棄物の運搬又は処分
を委託する場合一般廃棄物収集運搬業
者・一般廃棄物処分業者へ委託しなけ
ればならない

都田・引佐
一般廃棄物
(紙、生ごみな
ど)

管理部
○ ○

第12条の１第５項

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分
を委託する場合産業廃棄物収集運搬業
者・産業廃棄物処分業者へ委託しなけ
ればならない

産業廃棄物
（金属類・廃
ﾌﾟﾗ類・廃ｶﾞﾗ
ｽ・廃油・木
屑・廃ｳｴｽ他）

管理部
○ ○

第12条の2、施行規則
第８条１

産業廃棄物保管基準(周囲に囲いがあり
見やすい箇所に保管の場所の表示、保
管する産業廃棄物の種類、保管場所の
管理者氏名、又は名称及び連絡先を縦
横60㎝以上の看板で掲示する)

廃棄物置場 生産
管理

○ ○

第12条の３第1項2項6
項、施行規則第8条20

産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)を交付しな
ければならない
Ａ．管理票の写し･　委託契約書は５年
間保管
Ｂ．特別管理産業廃棄物は６０日、通
常の産業廃棄物は９０日以内に運搬あ
るいは処分業者から管理票の写しを入
手
Ｃ．１８０日以内に中間処分業者から
最終処分終了の管理票の写しを入手
Ｄ．Ｂ及びＣにて入手出来ない場合は
３０日以内に浜松市長に報告書を提出

産業廃棄物
（金属類・廃
ﾌﾟﾗ類・廃ｶﾞﾗ
ｽ・廃油・木

屑・廃ｳｴｽ他）

生産
管理

○ ○

第12条の３第4項、施
行規則第８条27

産業廃棄物を排出する事業者は、事業
所ごとに、その年の6月30日までに、そ
の年の3月31日以前の1年間において交
付した産業廃棄物管理票の交付等の状
況に関し、報告書を作成し、浜松市長
に提出する　2024年6月27日送付済

産業廃棄物
（金属類・廃
ﾌﾟﾗ類・廃ｶﾞﾗ
ｽ・廃油・木

屑・廃ｳｴｽ他）

製造
課長
↓

事務局

○ ○

第16条、16条２ 不法投棄の禁止、焼却の禁止
一般廃棄物・
産業廃棄物

引佐都田

製造課 ○ ○

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する設
備・項目

担当部
署

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定

循環型社会形成推進
基本法

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

(改正廃棄物処理法)

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その６
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第４条
事業者の責務(従業員に対し産業廃棄物
の適正な処理に関する教育を行うよう
努めなければならない）

事業活動全般
管理部

○ ○

第８条

直前5年間の産業廃棄物の平均発生量年
間10t以上(特管0.5t以上)の事業場は産
業廃棄物管理責任者を置く、変更は30
日以内に市長へ報告する

産業廃棄物
（金属類・廃
ﾌﾟﾗ類・廃ｶﾞﾗ
ｽ・廃油・木

屑・廃ｳｴｽ他）

管理部
○ ○

第10条

産業廃棄物を運搬･委託しようとすると
きは、契約締結直前の３ヵ月以内に実
施し、毎年１回以上実地確認する
※委託先が優良認定事業者であるとき
には、実地確認は免除 ２社⇒３社へ

産業廃棄物
（金属類・廃
ﾌﾟﾗ類・廃ｶﾞﾗ
ｽ・廃油・木

屑・廃ｳｴｽ他）

管理部
○ ○

第11条

不適正な処理が行われ、行われるおそ
れがあることを知ったときは、必要な
措置を講じるとともに不適正な処理の
状況及び講じた措置の概要を市長に報
告する

産業廃棄物
（金属類・廃
ﾌﾟﾗ類・廃ｶﾞﾗ
ｽ・廃油・木

屑・廃ｳｴｽ他）

管理部
○ ○

愛知県廃棄物の適正
な処理の促進に関す
る条例

第８条第１項、施行規
則第４条

県外産業廃棄物を処分するため、愛知
県内に搬入しようとする事業所は、種
類、数量等豊橋市長に最初の搬入をし
ようとする３０日前迄に届け出る
2023年１月送付済

引佐工場
産業廃棄物

(ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ
粉

前処理脱水汚泥
側溝汚泥)

管理部
○ ○

愛知県廃棄物の適正
な処理の促進に関す
る条例

第８条第１項、施行規
則第８条

条例第８条第１項の規定による届出を
した者は、毎年6月30日までに、その年
の3月31日以前の1年間の県外産業廃棄
物の搬入の状況を豊橋市長に報告しな
ければならない
2024年６月27日送付済

引佐工場
産業廃棄物

(ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ
粉

前処理脱水汚泥
側溝汚泥)

管理部
○ ○

特定家庭用機器再商
品化法
(家電リサイクル
法）

第６条の２第６項、施
行令第１条

特定家庭用機器(テレビ･家庭用冷蔵
庫・洗濯機等)をなるべく長期間使用
し、廃却時は、適正廃棄(料金支払）す
る

都田
テレビ２台冷蔵庫２台

洗濯機２台乾燥機１台

引佐
テレビ２台冷蔵庫３台

洗濯機１台

管理部
・

生産
管理

○
対象
外

第５条

自動車をなるべく長期間使用し、購入
に当たって再資源化等の実施に配慮し
て製造された自動車を選択するように
努める

都田
社用車４台

引佐
社用車２台

管理部
・

生産
管理

○ ○

第73条
使用済自動車のリサイクルに要する費
用を負担しなければならない

都田
社用車４台

引佐
社用車２台

管理部
・

生産
管理

○
対象
外

国等による環境物品
等の調達の推進等に
関する法律
(グリーン調達法）

第５条

物品を購入し、若しくは借り受け、又
は役務の提供を受ける場合には、でき
る限り環境物品を選択するよう努める
とする

文房具・資材
等

管理部
・

生産管理

・
調達課

○ ○

２．違反、訴訟の有無

関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

浜松市産業廃棄物の
適正な処理に関する

条例

使用済自動車の再資
源化等に関する法律
(自動車リサイクル

法)

法規制等の名称 該当する条項等 適用される要求事項
該当する設
備・項目

担当部
署

改定
ﾁｪｯｸ

順守
判定

Ⅶ　環境法規制の取りまとめ　その７

27



作成　2024年 　６月 ２6日

確認 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

1 エコアクション21文書 ☑

2 環境目標及び目標達成状況 ☑

3 環境活動計画及び取り組み実施状況 ☑

4 環境関連法規要求一覧及び遵守状況 ☑ 記録に記載いたしました。

5 外部コミュニケーション・対応記録 ☑ 特に問題ありませんでした。

6 問題点の是正・予防措置の実施状況 ☑ 特に問題ありませんでした。

7 ☑ 特に問題ありませんでした。

8 その他（                                            ）

新日本ホイール工業株式会社

　 代表取締役  北田　庄一郎

見直し項目
変更の
必要性

1 環境経営方針 有・無

2 環境経営目標 有・無

3 環境経営計画（改善活動計画） 有・無

4 実施体制 有・無

5 その他のシステム要素 有・無

6 その他（外部への対応） 有・無

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

2023年度の生産状況は、2022年度と比較して、都田工場で1%増加したものの、

引佐工場で9%程度生産台数が減少している。温室効果ガス排出量や電気使用量

など総量の変化は、生産台数により大きく変動する為、生産個数あたりでのみ評

価するように指示をした。只、ガソリン購入量や軽油購入量などについては、増

加させており、他項目を含め、未だ課題は残る。

2024年度は、環境経営目標の最終年度であり目標達成することを全従業員に意

識づける為に、事務局が4月の朝礼で説明するように指示をした。より効果を意

識した具体的な活動計画を立案し、確実に実行していくことが必要である。

２０２4年　　６月２６日

「有」の場合の指示事項等

１
・
見
直
し
関
連
情
報

グラフ等使用し、実績等見やすい書類へ随時変
更していきます。

別紙計画書参照。取り組み実施の月次フォロー等
を行い、未実施がないようにしていきます。

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部動向

2025年度以降の環境経営目標について明確に
する。

PDCAサイクルを回し、目的と効果を明確に
し、具体的かつ計画的な内容とする。

効果のみえる化への取組みを進める。

項    目

Ⅷ　代表者による全体の取組状況の
評価と見直し・指示の結果
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